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研究成果の概要：本研究は、民法の一般問題である物権と債権の問題に端を発し、債権回収に

関する担保法・債権法における諸制度を理論的な側面からではなく実務的な側面からも分析・

検討をし、債権法改正において一提言をなすに至った。また、手続法の分野においても、民事

執行法・破産法から民事再生法に至るまで、債権回収が問題となる諸法令の分野を精力的に、

最終的に民事債権法の制度における問題点を鳥瞰するに至った。 
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 この点につき、研究開始当時、森田修「倒

産手続と担保権の変容」（別冊ＮＢＬ60 号

73 頁以下、2000 年）及び『債権回収法講義』

（有斐閣、2006 年）が、ある実体権が手続の

変動するのに伴いどのように変容してゆく

かという動態的視角を設定していたが、森田

教授の分析の多くは単純な仮定に基づき、ゲ

ーム理論等を利用して、利害関係人の行動を

予測するにとどまり、現実に根ざした分析は

十分でない状況であった。 

１．研究開始当初の背景 

 倒産法改正、執行担保法改正により、我が

国における債権回収過程に関する法的規律

は一新されたが、これらが適切に機能してい

るかを批判的に吟味し、解釈・運用し、場合

によっては立法論的な提言をする作業は容

易ではない。ともすれば、特定の法律の特定

の条文を切り取って問題にすることはあっ

ても、各法律は相互に有機的に関連している

以上、全体として評価しなければならない。 



２．研究の目的 

 本研究は、森田教授の方向性自体には賛同

しつつも、債権回収過程及び金融・取引実務

に関する実態の調査・分析を通じて、その全

体像に迫ることを目的とする。つまり、債権

回収に関連する処方例が現実の債権回収過

程にどのようなインパクトを与えているの

かを検証し、一定の解釈論的・立法論的提言

を導くことである。 

 また、このような地道な作業を多くの論点

について繰り返すことにより、債権回収に関

する法的規律についての新たな体系を構築

することが可能になる。これが本研究の最終

目標である。 

 

 

３．研究の方法 

 本研究をするにあたっては、民法学、商法

額及び民事手続法学の知見を総合しなけれ

ばならないのみならず、債権回収過程のほか

に金融・取引法にも研究を進めてゆくために、

研究者のほか、熟達した実務経験者（実務法

曹）の知見を採り入れるべく、研究組織とし

て民事執行実務、倒産実務及び法的手続外に

おける債権回収交渉において豊富な経験を

有する実務法曹を多数研究分担者としてい

る。 

 具体的には、まず準備作業として、国内外

における文献収集に基づき関係法令を正確

に理解するところから始めた。 

 次いで、仙台地方裁判所の判事を招いての

講演会のほか、判例研究を中心として債権回

収に関する実務の動向を探る作業を行った。 

 このような関連法令及び裁判例の変遷を

中心として、研究会における検討作業を継続

的に行った。 

 そして、債権回収過程と関連する執行実

務、担保実務、債権管理及び倒産手続を巡り

実務法曹である研究分担者から多くの示唆

を受けつつ、研究成果を集約する作業を行っ

た。そこでは、債権回収過程、執行実務に関

する包括的な情報収集に基づき、論点の整

理、問題点の発見、さらには整理された論点

に関する理論的・実務的検討を体系にしたが

って集約することができた。 

 なお、異動や在外研究のため研究代表者・

研究分担者に変動が生じたものの、石井（最

終年度に研究代表者となった。）、佐藤、官

澤、畑（平成 18 年度で退任した。）が実務

法曹として、吉原が金融・取引法関連の研究

者として示唆を与え、これをも交えて河上、

坂田、小粥、菱田（19 年度より在外研究によ

り研究分担者から退いた。）、河崎（19 年度

より研究分担者として加わった。）が研究者

として論文等の成果を残してきた。 

 

 

４．研究成果 

(1)河上は、融資段階、債権管理段階及び債

権回収段階ごとに、下級審の裁判例をも視野

に入れつつ、判例の立場を包括的に整理した

うえで、物権法の一般理論を応用して、財産

に対する支配の観点から財産権の帰属を巡

り理論的な分析を行い、債権回収過程におけ

る債権との対比における支配の在り方に反

省を迫った（後掲、河上①②④）。 

(2)坂田は、債権者代位訴訟と詐害行為取消

訴訟という民法と民事執行の間に位置する

問題点につき分析し、前者については、第三

債務者の二重応訴の負担と債務者への手続

保障の必要性との調整が必要であるとし、後

者については、詐害行為取消権を行使する債

権者と受益者の一般債権者との関係を詳細

に説いている（後掲、坂田①②）。 

 民事執行については、過怠約款に基づく強

制執行における不当執行の可能性を否定し

えないことを指摘する（後掲、坂田③）。ま

た、動産売買先取特権に基づく物上代位につ

いても、買主が破産した場合の執行実務と倒

産実務を整理している（後掲、坂田④）。さ

らに、民事訴訟法にある手形・小切手訴訟の

局面で、債権回収にわたる諸問題を包括的に

扱った（後掲、坂田⑤）。 

 その上で、執行実務及び破産実務の研究の

成果として、破産実務において実例の多い継

続的供給契約と賃借人の破産について、従来

の判例・通説を再評価しつつ、理論と実務の

調和の観点から、妥当な結論を導き出してい

る（後掲、坂田⑥⑦）。 

(3)小粥は、民法上の議論として、詐害行為

取消権との関係で債権者平等の意味を再確

認するとともに（後掲、小粥①）、破産者の



債務について免責後になお消滅時効の信仰

が観念できるかについて、免責の法的性質に

まで立ち返って検討している（後掲、小粥

④）。 

 また、民事執行法との関連で、抵当権者に

よる競売以外での債権回収手段を多角的に

分析し、根抵当権譲渡による債権回収につき

その重要性を指摘する（後掲、小粥②）。さ

らに、担保不動産収益執行の実務上の問題点

を座談会形式で論じている。 

 さらに、担保法及び債権法に関する研究の

成果として、民法（債権法）改正検討委員会

に参加し、債権回収・倒産に関する債権者代

位権、詐害行為取消権、多数当事者の債権債

務関係、保証、債権譲渡・債務引受、契約上

の地位の移転の検討をし、これらについての

立法提案の検討・報告書の作成を精力的に行

った（後掲、小粥⑨⑩⑪）。 

(4)菱田は、転付債権者が相殺をした場合の

問題点と、動産売買先取特権に基づく物上代

位の執行に必要な担保証明文書につき、近時

の動向を踏まえた検討をしている（後掲、菱

田①②）。 

 また、民事再生法における再生計画が債権

者の利益に反するのはどのような場合かを

問題意識として、近時の裁判例をもとに債権

者の一般の利益がいわゆる清算価値保障原

則以上のものを含意しうることを再確認す

るに至った（後掲、菱田③） 

(5)河崎は、民事再生法を対象に、経済合理

性と伝統的な再建の理念とが顕著に衝突す

る好例である再生計画外での営業等の譲渡

の制度について、ガバナンスの観点から法及

び手続の構造に着眼して分析・検討を行い、

アメリカ法に手がかりを求めつつ、同制度の

手続濫用に対する脆弱さや構造から浮き彫

りになる手続理念を明らかにし、さらには、

背後にある市場主義の影響などその現代的

な意義及び課題を明らかにした（後掲、河崎

①）。 

(6)このように、河上は、融資、債権管理及

び債権回収の各段階につての裁判例を包括

的に整理するとともに、債権と物権との比較

から見た鳥瞰的分析によって、本研究の統括

的役割を担った。 

 小粥は、執行段階及び倒産段階で問題とな

る民法学上の諸問題につき精力的な整理・分

析・提言を行った。 

 坂田は、民事執行法上及び倒産法上のトピ

ックとなるべき紛争類型を丹念に分析し、実

務的視点を加えた解釈論を展開した。 

 菱田は、民事執行についての論点について

分析を加えるとともに、民事再生に関する重

要なトピックについて、実務的視点を踏ま

え、整理を行った。 

 河崎は、同じく民事再生法で問題となる再

生計画外での営業等の譲渡の制度について、

ガバナンスの観点から分析・検討を行い、手

続理念を明らかにし、背後にある市場主義の

影響などその現代的な意義及び課題を明ら

かにした。 

(7)このように、本研究は、民法の一般問題

である物権と債権の問題に端を発し、債権回

収に関する担保法・債権法における諸制度を

理論的な側面からではなく実務的な側面か

らも分析・検討をし、債権法改正において一

提言をなすに至った。また、手続法の分野に

おいても、民事執行法・破産法から民事再生

法に至るまで、債権回収が問題となる諸法令

の分野を精力的に、最終的に民事債権法の制

度における問題点を鳥瞰するに至った。 

 本研究は、広く債権法、担保法、執行法、

倒産法にわたるのみならず、相互に関連する

問題点を始め、金融・取引法に至る研究を総

合的に取りまとめようとしたものであり、日

本私法学会、金融法学会、日本民事訴訟法学

会など、我が国の諸学会に大いに寄与するも

のである。ただ、問題となる対象領域は広く、

今後は、すべての分野、すべての問題点を洗

い出すことに努めてゆくことになるものと

考える。 
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